
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの地震防災対策とその効果 （別紙３）

海岸堤防等の整備 
 河川管理施設  約 50 箇所 

 海岸保全施設  約 60 箇所等 

住宅の耐震化 

 新耐震基準の適用（S56～） 

 旧耐震基準の建築物の耐震診断・補強

山崖崩れ防止対策 
 砂防施設   約 800 箇所 

 保安施設   約 2,400 箇所 

 地すべり防止施設  約 400 箇所 

 急傾斜地崩壊防止施設 約 1,800 箇所 

避難地・避難路の整備 
 避難地   約 400ha 

 避難路   約 200km 

消防用施設の整備 

 施設数   約 18,000 施設 

小中学校・社会福祉施設等の耐震化 
 小中学校  約 12,000 棟 

（35.3%→54.3%）

 社会福祉施設 約 1,100 施設 

（65.4%→75.0%）

 医療機関の耐震化 約 1,400 施設 

（47.8%→57.5%）

緊急輸送路の整備 

 緊急輸送路      約 500km 

通信施設の整備 

 同報無線   約 18,000 箇所 

耐震化施策の効果 

（新耐震基準の適用による効果）

○建物被害（全壊棟数） 
  約 23 万棟→約 17 万棟 

○人的被害（死者数） 

  約 9,400 人→約 6,700 人 
※静岡県の独自の耐震基準上乗せを勘案すると、さらに
大きな効果となる。 

整備効果 

○建物被害（全壊棟数） 

  約 25,000 棟→約 6,800 棟 
○人的被害（死者数） 

  約 1,800 人→約 400 人 

山崖崩れ防止対策の効果 

○建物被害（全壊棟数） 

  約 11,000 棟→約 7,700 棟 
○人的被害（死者数） 

  約 1,100 人→約 700 人 

避難の迅速化、避難地の確保 

火災被害の軽減、救助活動の迅速化 

地震による入院患者、児童・生徒、 

入所者の安全確保

地震後の医療救護拠点や避難拠点の確保 

緊急輸送活動の迅速化 

各種情報の迅速かつ円滑な伝達 

※ 事業量数値は財特法、地防法等に基づく事業量、「地震対策緊急整備事業の進捗状況調査（平成 14 度実施）」の結果をもとに

内閣府（防災担当）において算出した概数 -27- 


